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鳥取県企業局訓令第３号

鳥取県企業局公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成19年３月30日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県企業局公印規程の一部を改正する訓令

鳥取県企業局公印規程（昭和38年鳥取県企業訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

公印の種類 ひな形 寸法 管守者 公印の種類 ひな形 寸法 管守者

知事印 別図(１) 方26ミリ 経営企画課長 知事印 別図(１) 方26ミリ 総務課長

メートル メートル

知事職務代理 〃 (２) 〃26 〃 知事職務代理 〃 (２) 〃26 〃

者印 者印

企業局印 〃 (３) 〃30 〃 企業局印 〃 (３) 〃30 〃

企業局長印 〃 (４) 〃22 〃 企業局長印 〃 (４) 〃22 〃

課長印 〃 (５) 〃21 〃 課長印 〃 (５) 〃21 〃

所長印 〃 (６) 〃21 東部事務所長 所長印 〃 (６) 〃21 東部事務所長

〃 (７) 〃21 西部事務所長 〃 (７) 〃21 西部事務所長

企業出納員印 〃 (８) 〃18 企業局の企業 企業出納員印 〃 (８) 〃18 企業局の企業

出納員 出納員

〃 (９) 〃18 東部事務所の 〃 (９) 〃18 東部事務所の

企業出納員 企業出納員

〃 (10) 〃18 西部事務所の 〃 (10) 〃18 西部事務所の

企業出納員 企業出納員

専用知事印 〃 (11) 〃21 所長 専用知事印 〃 (11) 〃21 所長

ひな形 略 ひな形 略

附 則

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。


